
 

 

り 災 申 告 書 
第８号様式（第 33 条関係） 

令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 

横須賀市消防長 様 

（申告者） 

住  所  横須賀市小川町 11 番地 

職  業  自営業（自動車販売営業） 

氏  名  横須賀 太郎 

生年月日  昭和 43 年 11 月９日 

連 絡 先  046-822-0119 

 令和○ 年 ○ 月 ○ 日 横須賀市 ○○ 町 ○ 丁目 ○ 番地 ○ 号で発生した火災によ

り、次のとおり被害を受けましたので、申告します。 

り 災 物 件 の 所 在 地 ○ ○ 町  ○  丁目  ○  番地  ○  号 

り災物件と申告者の関係 占有者  管理者  所有者  その他（ 

り
災
前
建
物
の
詳
細 

用 途 構 造 屋 根 外 壁 階 数 延べ面積 

住 宅 木造 スレート ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張 ２/０ ８９ ㎡ 

建築年月 昭和○年○月 購入年月 昭和○年○月 
建築・購入金額 

(土地代を除く。) 
13,000,000 円 

改装年月 平成○年○月 改装面積  ５５㎡ 改装金額 3,000,000 円 

増築年月    年 月 増築面積   ㎡ 増築金額    円 

り
災
し
た
部
屋
等 

り災の別 り 災 箇 所 等 

焼 損 台所、リビング、１階廊下 

水 損 玄関、脱衣所 

爆 発  

その他 納戸 

り災世帯員 

続柄 氏 名 年齢 職 業 続柄 氏 名 年齢 職 業 

本人 横須賀 太郎 51 歳 自営業   歳  

妻 横須賀 花子 45 歳 主婦   歳  

長男 横須賀 一郎 20 歳 学生   歳  

次男 横須賀 次郎 18 歳 高校生   歳  

  歳    歳  

火
災
保
険
契
約 

保険会社名 保険の種別 契約年月 契約保険金額 

Ａ火災保険 不動産・動産 平成 20 年４月 20,000,000 円 

 不動産・動産  円 

 不動産・動産  円 

職業は具体的に記入してください。 

被害のあった室等の名称を記入し

てください。また、同一の室名があ

る場合、「１階」、「北側」等分かる

ように記入してください。 

建物の 
所有者

が、申 
請者と 
異なる 
場合、 
記入は 
不要で

す。 

（記入例） 

申請日を記入してください。 

住居と 
して使 
用する 
建物 
（動産 
の被害 
のみ 
を含む 
。）に 
被害が 
あった 
場合、 
記入し 
てくだ 
さい。 



 

建物以外でり災したもの（家財・車両・構築物等） 

り災の別 品   名 
購入時金額 

（単価） 
数量 

経過

年数 
配置場所 

焼 き・水 損 

爆 発・その他 
ガステーブル 200,000 円 １ 10 １階台所 

焼 き・水 損 

爆 発・その他  
換気扇 50,000 円 １ 15 １階台所 

焼 き・水 損 

爆 発・その他 
食器棚 100,000 円 １ ５ １階台所 

焼 き・水 損 

爆 発・その他 
照明器具 50,000 円 １ 10 １階台所 

焼 き・水 損 

爆 発・その他 
電気炊飯器 20,000 円 １ ３ １階台所 

焼 き・水 損 

爆 発・その他 
食器類 50,000 円 50 10 １階台所 

焼 き・水 損 

爆 発・その他 
テーブル 100,000 円 １ ８ １階リビング 

焼 き・水 損 

爆 発・その他 
ソファ 150,000 円 １ ８ １階リビング 

焼 き・水 損 

爆 発・その他 
液晶テレビ 300,000 円 １ ５ １階リビング 

焼 き・水 損 

爆 発・その他 
エアコン 150,000 円 １ 10 １階リビング 

焼 き・水 損 

爆 発・その他 
カーテン 100,000 円 ２ ３ １階リビング 

焼 き・水 損 

爆 発・その他 
 

 
   

焼 き・水 損 

爆 発・その他 
メーカー名・年式・ 

車種 
2,500,000円 １  ５ － 

焼 き・水 損 

爆 発・その他 
 

 
   

焼 き・水 損 

爆 発・その他 
木製塀 800,000 円 １ 10 母屋東側 

焼 き・水 損 

爆 発・その他 
     

焼 き・水 損 

爆 発・その他      

 

 焼 損… 火災の熱で焼けたもの、溶けたもの、変形したもの、壊れたものをいいます。 
水 損…消火の水で濡れ、汚れ、または消火により壊れたものをいいます。 
爆 発…爆発により破壊、破損したもので「焼損」、「水損」及び「その他」に該当しないものをい

います。 
その他…煙によって汚れたもの、荷物運搬の際に壊したもの（鎮火後の運搬は除く。）、避難の際に

壊した窓、扉などをいいます。 

構築物とは、塀、門、小規模な物置等をいい、

建物に該当しないものをいいます。 
品名の記入にあっては、なるべく家具、電気製品、

衣類及び寝具類等、品名ごとにまとめて記入して 
ください。 

車両がり災した場合 

塀がり災した場合 


